関ケ原町中学校地域クラブ規約

第１章　総則
（名称）
第１条　このクラブは、関ケ原町中学校地域クラブ（以下「クラブ」という。）と称する。
（組織）
第２条　クラブは、関ケ原町立関ケ原中学校（以下「中学校」という。）の学校部活動の休日における活動を補填する保護者クラブ等の団体（以下「団体」という。）をもって構成する。
第３条　クラブを運営するため組織体としての運営委員会を置く。中学校校長、中学校部活動担当者、中学校保護者クラブ代表者、教育課長、教育課担当者を運営委員とする。
第４条　クラブの事務局は、関ケ原町教育委員会事務局教育課に置く。

第２章　目的及び業務
（目的）
第５条　クラブは、中学生のスポーツ及び文化活動が実施できる環境を整え、中学生の心身の健やかな育成を目指すことを目的とする。
２　クラブは、中学校の部活動の地域移行を円滑に進め、当面は、休日における事業実施・運営を目的とする。
（業務）
第６条　クラブは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。
（１）クラブの登録に関すること
（２）活動日程・活動場所の調整に関すること
（３）指導者の育成・派遣に関すること
（４）経費の管理に関すること
（５）その他目的達成に必要な業務に関すること

第３章　会員
（入会資格）
第７条　クラブに入会しようとする者は、原則として、本町中学校に在籍する生徒で、クラブの目的に賛同する者とする。
２　本町中学校と合同部活動を実施している競技種目等に所属する本町に在籍してない生徒で、クラブの目的に賛同する者については、入会することができる。
３　本町中学校に在籍していないが、中学校に入会を希望する団体の競技種目がないことにより、クラブに入会を希望する者については、運営委員で協議のうえ、入会を承認することができる。
[bookmark: _GoBack]（入会手続き）
第８条　中学校部活動の入部手続きをもって本会入会手続きにあてる。ただし、第７条第３項の規定により入会を希望しようとする者は、入会申込書を該当競技種目等の団体を通して教育委員会に提出する。
（会費）
第９条　会員は、別に定める会費等を納入しなければならない。既納の会費等は、理由の如何に問わず返還しない。


（退会）
第１０条　会員は、退会届を該当競技種目等の団体を通して教育委員会に提出し、任意に退会することができる。
２　会員が、次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
（１）本人が中学校部活動を退部したとき
（２）本人が死亡したとき
（３）正当な理由なく会費を滞納し、催促を受けても納入しないとき

第４章　団体の登録
（登録の対象となる団体）
第１１条　教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する団体について、その申請に基づき、登録を承認することができる。
（１）団体の目的が、スポーツ及び文化活動を通じての仲間づくりと心身の健やかな成長と発達を促す活動を行うものであり、勝利至上主義に陥ってないこと
（２）活動の拠点が関ケ原町内の施設にあり、主として本町中学校に在籍する生徒を対象としていること
（３）中学校長の承認が得られ、中学校部活動と活動の連携について調整ができていること
（４）年間を通して、計画的かつ継続的に活動していること
（５）事故防止について十分な措置が講じられていること
（６）団体に所属する生徒の保護者が当該団体の運営に参加していること
（７）団体の指導者が当該スポーツの指導資格を有する者、又はこれに準ずると教育委員会が認める者であること
（８）その他教育委員会が必要と認める要件を満たしていること
（登録申請）
第１２条　登録を申請する団体は、次の各号に掲げる書類を、原則として登録年度の４月３０日までに、教育委員会に提出しなければならない。
（１）団体登録申請書
（２）会員名簿
（３）会員がスポーツ保険等に加入していることがわかる書類の写し
（４）年間活動計画
（５）その他教育委員会が必要と認める書類
（登録承認）
第１３条　教育委員会は、第１２条の規定により、提出された書類を審査し、承認することを決定したときは、団体登録承認通知書を申請者に交付するものとする。
（登録期間）
第１４条　団体の登録期間は１年間とする。
（登録の取り消し）
第１５条　教育委員会は、登録の承認を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の承認を取り消すことができる。この場合において、団体は、翌年度の登録の申請をすることができない。
（１）虚偽の内容により申請したとき
（２）承認した内容が事実と相違するとき
（３）第１１条各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき
（４）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき

第５章　指導者
（指導者登録）
第１６条　指導者を登録しようとする団体は、指導者推薦書と指導者登録申請書を教育委員会に提出しなければならない。
２　教育委員会は、次の各号のいずれにも該当すると認めた場合は、その申請に基づき、指導者の登録を承認し、委嘱状を交付する。
（１）第５条を理解し、指導に当たることができる。
（２）学校と連携して指導に当たることができる。
（３）必要な知識や技術の習得に努めている。スポーツクラブを指導するにあたっては、公認スポーツ指導者資格（公益財団法人スポーツ協会）や地域部活動指導者資格（公益財団法人岐阜県スポーツ協会）の資格をもっている、又は取得しようとしている。
３　指導者の登録期間は、登録された日の所属する年度の３月３１日までとする。
（指導者への謝礼）
第１７条　指導者の謝礼は、次のとおりとする。
２　団体が登録する指導者の数に上限は設けない。ただし、謝礼の対象とする指導者の数は、一クラブにつき一日あたり２名までとする。
３　指導１回につき、一時間あたり５００円を謝礼とする。ただし、一日あたり１,５００円を上限とする。
４　謝礼の支払いは、年２回（前期・後期）とする。
５　団体は、指導者の月間指導実績簿を翌月１０日までに教育課に提出する。

第６章　使用施設
（使用施設）
第１８条　団体の活動場所は、中学校内施設、町内社会体育施設及び文化施設等を優先して使用することができるとともに、使用料を免除することができる。ただし、ナイター設備については、その限りではない。

附　則
１　クラブは、当面の会費は徴収しない。団体によっては、その限りではない。
２　本規約は、令和６年４月１日から施行する。
３　本規約施行後も、運営委員を中心にクラブの望ましいあり方の協議を継続し、本規約の見直し・改定を行うこととする。

